
現在

売上 1100万円

経費 220万円 売上 330万円

委託費 330万円

　1100万×10/110－(220万+330万)×10/110

＝100万－50万 0 （免税事業者）

＝50万

CASE１

売上 1100万円

経費 220万円

委託費 330万円

＝100万ー20万 0 （免税事業者）

＝80万

CASE２

売上 1100万円

経費 220万円

委託費 330万円

　1100万×10/110－(220万+330万)×10/110 　330万×10/110

＝100万－50万

＝50万

消費税納付額

Ａ工務店 Ｂ（一人親方）

Ｂ（一人親方）Ａ工務店

500万 330万納付後粗利

インボイス導入後

納付後粗利 470万 330万

売上 330万円

（インボイスなし）

消費税納付額

（インボイスあり）

消費税納付額

納付後粗利 500万 300万

=30万 （課税事業者）

Ａ工務店 Ｂ（一人親方）

売上 330万円

　1100×10/110－220万×10/110

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：清水忠史事務所にて作成
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